
自身のご遺骨を埋蔵します

は
い

い
い
え

既に所有しているご遺骨を埋蔵します次のどちらかを選択します
○個別埋蔵方式
○共同埋蔵方式

【必要書類】
・合葬式墳墓使用許可申請書
・申請者の住民票の写し又は
戸籍抄本等

・合葬式墳墓立会人
選定申請書

・立会人の住民票の写し

次のページに記載します

申請書の内容を確認後、納付書を郵送します
郵送後、１５日以内に指定の金融機関で納付をしていただきます

納付の確認後、使用許可証を郵送にてお送りします
墓誌札を希望する方は許可証郵送後、役場でお渡しします

は
い
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え

次のどちらかを選択します
○個別埋蔵方式
○共同埋蔵方式

【必要書類】
・合葬式墳墓使用許可申請書
・申請者の住民票の写し又は
戸籍抄本等

ご自身のご遺骨を埋蔵する時がきましたら、
立会人に選定した方が、みのわ造花へご遺骨
の預託予定日の３日前までに電話予約し、予
約した日にみのわ造花へ、ご遺骨と使用許可
証と埋葬許可証又は改葬許可証を持参します

ご遺骨を埋蔵する時がきましたら、みのわ
造花へご遺骨の預託予定日の３日前までに
電話予約し、予約した日にみのわ造花へ、
ご遺骨と使用許可証と埋葬許可証又は改葬
許可証を持参します

申し込みの流れ 別紙



箕輪町公園墓地内の一般聖地のご遺骨を合葬式墓地に改葬します

住民環境課総合窓口で改葬許可
申請書を提出し、改葬許可証を
もらいます
所有の一般聖地の墓じまいをし
ます

は
い

い
い
え

既に埋蔵されているご遺骨を改葬します

は
い

い
い
え

みのわ造花へご遺骨の預託予定日の３日前までに電話予約します
予約した日にみのわ造花へ、ご遺骨と使用許可証と埋葬許可証又は改葬許可証を持参します

次のどちらかを選択します。
○個別埋蔵方式
○共同埋蔵方式

【必要書類】
・合葬式墳墓使用許可申請書
・申請者の住民票の写し又は
戸籍抄本等

・一般聖地の返還届

次のどちらかを選択します。
○個別埋蔵方式
○共同埋蔵方式

【必要書類】
・合葬式墳墓使用許可申請書
・申請者の住民票の写し又は戸籍抄本等

申請書の内容を確認後、納付書を郵送します
郵送後、１５日以内に指定の金融機関で納付をしていただきます

納付の確認後、使用許可証を郵送にてお送りします
墓誌札を希望する方は許可証郵送後、役場でお渡しします

住民環境課総合窓口で改葬許可申請書を提出
し、改葬許可証をもらいます


